
※交付申請時において職員による事業実施箇所の写真撮影を行います。

愛荘町地域活性化住宅省エネ等改修事業
申込から補助金交付までの流れ
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①周知（回覧・ホームページ等）

内容審査、現地調査

⑧補助金交付決定通知

⑨工事依頼、契約締結、着工

（工事内容を変更する場合）
⑩補助金変更交付申請

内容審査

（⑩の変更申請があった場合）
⑪補助金変更交付決定通知

⑫工事完了、工事結果の確認

⑬工事代金の支払い

⑭領収書、工事完了証明書発行

⑯補助金の交付
（指定の口座に振込み）
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②住宅リフォームの見積り依頼

③工事見積書・計画図面等

この段階ではまだ着工
しないでください

⑦補助金交付申請（交付申請書、
家屋評価証明書、税の完納証明書、
同等品証明書等）

④事前協議（見積書 or 設計書、
計画図面、現況写真、工事概要

補助金交付決定以降に
着手してください

受付：R8/５/18～R９/1/２９

R９/3/31までに工事を
完了してください

内容審査、必要に応じて現地調査

⑮補助金実績報告書（工事完了証
明書、領収書、完了写真）

リフォーム工事

⑤申請書類（補助対象と認める場合）

⑥同等品証明書（同等品使用の場合）


